
契 約 書（案） 

 

１ 業務名 

航空宇宙産業固有の認証に関する専門家派遣・勉強会業務委託 

 

２ 業務内容 

  別添仕様書のとおり。 

 

３ 契約金額    金            円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金          円 

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及

び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定により算出したもので、契約金額に 110 分

の 10 を乗じて得た額である。 

 

４ 契約期間 

  2026 年 月 日から 2027 年３月 31 日まで 

 

５ 契約保証金 

   

 

あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム（以下「甲」という。）と （以下「乙」 

という。）との間において、上記業務の委託について別添条項により契約を締結する。 

この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

2026 年 月 日 

 

 

甲 委託者 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

      あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム 

      代表委員  

 

 

乙 受託者 住所（所在地） 

      氏名  

      （名称及び代表者氏名） 



（権利義務の譲渡等） 

第１条  乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者

に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、信用保証協会及び中小企

業信用保険法施行令（昭和 25年政令第 350 号）第１条の３に規定する金融機関に対して

売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

２ 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の

効力は、愛知県財務規則（昭和 39年愛知県規則第 10号）第 64 条に基づき、収支等命令

者が会計管理者又は出納員に対して支出の命令を発した時点で生ずるものとする。 

（著作権の譲渡等） 

第２条 乙は、成果物が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第２条第１項第１号に規定す

る著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権

（著作権法第 21 条から第 28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に

甲に無償で譲渡するものとする。 

２ 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の

承諾なく自由に公表することができる。 

３ 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該

著作物に表示した氏名を変更することができる。 

４ 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現の

ためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物

に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。 

５ 乙は、成果物（業務を行う上で得られた記録を含む。）が著作物に該当するとしないと

にかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、公表する

ことができる。 

６ 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第 10 条第１項第９

号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権法第 12 条の２に

規定するデータベースの著作物をいう。）について、乙が承諾した場合には、別に定める

ところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 

 （一括再委託の禁止） 

第３条 乙は、この契約について請負業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託

することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。 

 （特許権等の使用） 

第４条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護さ

れる第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている方法を使用するとき

は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその方法を指

定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がそ

の存在を知らなかったときは、甲は乙がその使用に関して要した費用を負担しなければ



ならない。 

 （秘密の保持） 

第５条 乙は、この契約の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 （監督） 

第６条 甲は、必要があるときは立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督

することができる。  

 （検査） 

第７条 甲は、乙から成果物の納入があったときは、10 日以内にこれを検査するものとす

る。 

２ 検査の方法は甲の任意とし、乙は、その決定に対して異議を申し立てることはできな

い。 

３ 検査の結果、不合格のものがあったときは、乙は、甲の指定する期間内に完全なもの

を納入しなければならない。 

 （所有権の移転、引渡し及び危険負担） 

第８条 成果物の所有権は、検査に合格したときに乙から甲に移転し、同時にその成果物

は、甲に対し引き渡されたものとする。 

２ 前項の規定により所有権が移転する前に生じた成果物についての損害は、すべて乙の

負担とする。 

（契約不適合責任）                         

第９条 甲は、成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態（以下

「契約不適合」という。）があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の

引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求（以下「追完

請求」という。）に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をする

ことができる。 

３ 甲が契約不適合（数量に関する契約不適合を除く。）を知った時から１年以内にその旨

を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、損害賠償の請求

及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引き渡した時にその不適合を知り、

又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

（履行遅延の場合における違約金） 

第 10 条 乙が、成果物納入を遅延したときは、違約金を甲に支払わなければならない。た

だし、天災地変その他やむを得ない理由によると甲が認めた場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額（1,000 円未満の端数金額

及び 1,000 円未満の金額は、切り捨てる。）に対し、年 2.5 パ－セントの割合で算出した

額とする。 

３ 前項の違約金に 100 円未満の端数があるとき、又は違約金が 100 円未満であるときは、



その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。 

 （代金の支払） 

第 11 条 甲は、成果物完納後、乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契

約金額を乙に支払わなければならない。 

２ 甲は、前項の支払を遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

24 年法律第 256 号）第８条の規定に基づいて年 2.5 パ－セントの割合で算出した遅延利

息を乙に支払わなければならない。 

 （契約の解除） 

第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を解

除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わない

ものとする。 

 (1) この契約の条項に違反したとき。 

 (2) 契約の履行を遅延し、又は業務に関し不正な行為があったとき。 

 (3) 甲の行う物件の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。 

 (4) 期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。 

 (5) 契約解除の申立てをしたとき。 

 (6) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10分の１に相当す

る額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (1) 前項の規定により契約が解除された場合。ただし、前項第２号又は第４号に掲げる

事項が、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りで

ない。 

 (2) 乙がその契約の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって履行不能と

なった場合 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 

 (1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

 (2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

 (3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第２項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい

るときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。ま

た既納物件があるときは、甲においてこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。 

 （談合その他不正行為に係る解除） 



第 13条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解

除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わない

ものとする。 

(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第

１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第２０条第２項において準用する場合を

含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の規

定による命令（以下｢排除措置命令｣という。）を行い、当該排除措置命令が確定した

とき。 

(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第７条の２第１項（第

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）及び第７条の９第１項の規定に

よる課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定し

たとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消され

た場合を含む。）。 

(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第８条の４第１項の

規定による命令（以下｢競争回復措置命令｣という。）を行い、当該競争回復措置命令

が確定したとき。  

(4) 乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４

５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に

規定する刑が確定したとき。  

(5) 乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法第１９８条の規定によ

る刑が確定したとき。   

２ 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が

同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 

３ 前条第２項及び第４項の規定は、前２項により契約を解除した場合に、これを準用す

る。 

 （談合その他不正行為に係る賠償金の支払） 

第 14 条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否か

にかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を甲が指定する期限ま

でに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第１項

第１号から第３号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象とな

る行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公

正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める

場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前条第１項第４号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し

たときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の１０分の３に相当する額を支払わなけ

ればならない。 



(1) 前条第１項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３の

規定の適用があるとき。 

(2) 前条第１項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者で

あることが明らかになったとき。 

(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金

の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

４ 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金

を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代

表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

(1) 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあって

は非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に

関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者

及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあってはその者及

び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為

等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

(2) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団員等」

という。）若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与

している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若

しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

(5) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知

りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の

賠償を乙に請求することができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、そ

の責を負わないものとする。 

（妨害等に対する報告義務等） 

第 16 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となるも



のをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益

がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的

に正当なものと認められないものをいう。）(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、

速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。 

２ 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと

認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契

約の相手方としない措置を講じることがある。 

 （愛知県財務規則の準用） 

第 17 条 この契約の条項に定めるもののほかは、愛知県財務規則の定めるところによる。 

 （紛争の処理） 

第 18 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、公正な第三者を選定し、当事者と協議

解決を図るものとする。 

 （協議） 

第 19 条 この契約書及び愛知県財務規則に定めのない事項については、甲乙協議の上、別

に決定する。 

 （著作者人格権） 

第 20 条 乙は、本業務委託に係る著作物について、甲並びに甲より正当に権利を取得した

第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権（公表権、氏名表示

権、同一性保持権）を行使しない。 

（個人情報の保護及び情報セキュリティの確保） 

第 21 条 委託業務の実施に際し、個人情報の取扱いについては、別紙１の「個人情報取扱

事務委託基準」に、情報セキュリティについては、別紙２の「情報セキュリティに関す

る特約条項」に定めるところによるものとする。 

（乙の契約履行義務） 

第 22 条  乙は、本委託業務を別添仕様書に基づき、誠実にこれを履行しなければならない。 

 

 

 

 

 

 



（様式１） 

 

 

  年  月  日 

航空宇宙産業固有の認証に関する専門家派遣・勉強会業務委託事業 

実施業務企画提案書 

 

あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム 

代表委員 都筑 秀典 殿 

 

郵便番号 

住  所 

事業者名 

代表者役職・氏名               

 

 航空機部品製造認証支援事業の業務を受託したいので、次のとおり企画提案書を提出します。 

 なお、提案にあたり、下記事項について誓約します。 

記 

１ 企画提案者は募集要領に定める応募資格を満たしていること。 
【応募資格】 
(1) 愛知県の令和６・７年度愛知県入札参加資格者名簿「業務（大分類）03.役務の提供等」に登載されている者であること 
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４の規定に該当しない者であること 
(3) 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）に

基づく排除措置の対象となる法人でないこと 
(4) 愛知県から、製造の請負、物件の買い入れその他の契約に係る資格停止措置を提案書受付期間に受けていないこと 
(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと 
(6) 国税及び地方税を滞納していないこと 
(7) 愛知県内に本社・支社又は営業所を有していること（業務の性質上、本県と密接な連絡を取りつつ業務を進める必要があるため） 
(8) JISQ9100 等、Nadcap の認証取得・運用及び AS13100 の運用に精通した人材を確保できること 
(9)航空宇宙産業に精通した人材を確保できること 

２ 募集要領に記載された内容を全て承知の上で提案するものであること。 

（連絡担当窓口） 

所属（部署名）  

役職  

氏名（ふりがな）  

書類等送付先住所 〒 

電話番号 

（代表・直通） 
 

ファックス番号  

電子メールアドレス  

受付番号 

※記載不要 
 



Ⅰ 提案者の概要 

 

団体・事業者名  

代表者職氏名  

本社所在地 〒 

事業実施拠点所在地※ 〒 

設立年月日  

資本金又は出捐金  

従業員数  

団体・事業者ホームペ

ージアドレス 
 

現在の事業内容 

 
 

※本委託事業実施の拠点となる営業所等が愛知県内にない場合は、その所在地を記載。 

 

Ⅱ 事業実施体制 

 

１ 受託事業と関連の業務の実績 

※同様もしくは類似事業の実績を含め、事業名、事業概要、実施年度、発注者等（自主事業の

場合はその旨）を５件以内で記入してください。 

２ 組織体制図  ※事業を実施するための組織体制を記載してください。 

【例】 
   事業統括者名  ― リーダー    ――   ○○担当名（ 人）  
              兼経理担当             

     ○○担当名（ 人） 
  

     ○○担当名（ 人） 
 

３ 全労働者の設置方針 ※設置人数を記載してください。 
管理者等の設置方針 ※事業統括責任者等の管理者についてはどのような経歴、専門分

野、資格等を持つ者を充てるのか方針を具体的に記載してくださ

い。 
 

Ⅲ 事業実施方法・内容 

◇委託事業として示した 2 項目に関する事業計画 

１ 提案の要旨 

※提案の要旨、実施概要を具体的にわかりやすく記載してください。 

 

 

２ 事業スケジュール 

 ※本事業の実施スケジュールをわかりやすく記載してください。特に認証取得・運用支援に

係る専門家の派遣回数・期間及び勉強会の開催回数・時期について記載してください。 

 

 

 

 



３ 事業の内容 

※本事業の内容を具体的に記載してください。認証取得・運用支援について、支援を必要と

しており、かつ支援の効果が十分期待できる企業を選定できること及び勉強会について、

県内サプライヤーの現状に関する深い理解に基づく提案内容であることを具体的に説明

してください。また、本事業に関わる専門家の経歴、専門分野、資格等を記載してくださ

い。 

 

 

 ４ 本業務全体について工夫した点、アピールポイント等 

   ※本業務全体にわたり、工夫した点、アピールポイント等を記載してください。 

 

 

Ⅳ 経費見積書の作成について 

・ 所要経費について見積もって記載してください（内訳を記載のこと）。 

・ 募集要領８(3)イにより、作成してください。 

 

＜注意事項＞ 

※企画提案の内容に基づく見積額は、契約時に至って同じ条件の下で、その額を超えることは

原則認めません。また、提案される事業内容等を勘案して決定するため、委託契約額が見積

額と同じになるとは限りません。 

※各経費の積算単価は、原則として各事業者の諸規定によるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式２） 

 
 

航空宇宙産業固有の認証に関する専門家派遣・勉強会業務 

委託事業企画提案書募集に係る質疑書 

 

  年  月  日 

 

郵便番号 

住  所 

事業者名 

代表者役職・氏名               

電話番号 

                 F A X番号 

E-mail 

 

【質疑内容】 

 

 

 

 

 

 

※原則として質問は、取りまとめて行うこと 


